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Ⅰ 時間外労働等改善助成金（テレワークコース）の概要 
  本助成金の概要については、リーフレットを参照してください。 

なお、本助成金の事務処理は国の委託事業としてテレワーク相談センターが行いま

すので、助成金に関するお問い合わせ、申請手続きについては、テレワーク相談セン

ターまでお願いします。 

 

Ⅱ 申請書類等及び添付書類の提出 
１ 手続きフローチャート 
 

事業主  テレワーク相談センター  厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

※支給対象事業主数は国の予算

額に制約されるため、12 月３日

以前に受付を締め切る場合があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請書 

の提出 

※事業実施計画を添付 

交付申請書 

の受付・確認 

12 月 3 日まで 

 

交付申請書 

の審査 

交付・不交付の 
決定・通知 

通知の受理 

②事業実施及び評価期間 

③支給申請 

①交付申請 

事業の実施（機器の購入、
研修の実施など） 

＜評価期間(1～6 か月間)＞ 
テレワークを実施する 

支給申請書の提出 
※事業実施計画の内容を踏

まえて改善事業を実施し、

評価期間終了日から１か月

以内または 2 月末日のいず

れか早い日までに提出して

ください。 

 

支給申請書の受付・確認 
（2 月末日まで） 支給申請書の審査 

通知の受理 

助成金受取 

（メールでテレワーク実施
の確認を行う場合） 

始業・終業メールを受理 

支給・不支給の決定・通知 

助成金の支給手続 
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２ 交付申請書の提出 

（１）交付申請書の作成 

   「時間外労働等改善助成金交付申請書」（様式第１号）の具体的な作成方法につ

いては、「Ⅲ 申請書類等の書き方と留意点」（7～14 頁）を参照してください。ま

た、交付申請チェックリスト（31 頁）も併せて確認してください。作成した交付申

請書は、添付書類と併せて、９の提出先まで提出してください。 

   交付申請書の受付の締切は 12 月３日です（必着）。支給対象事業主数は国の予算

額に制約されています。したがって、12 月３日以前に受付を締め切る場合がありま

すので、ご留意願います。 

 

（２）提出書類 

「交付申請時の提出書類一覧」（30 頁）を参照してください。 

 

（３）交付・不交付決定の通知 

厚生労働省における審査終了後、交付決定または不交付決定の通知を事業主あて

に送付します。交付決定前に取り組んだ事業については助成対象となりませんので、

ご注意ください。 

 

３ 交付決定後に事業の内容を変更しようとする場合の手続き 

（１）事業実施計画変更申請書の作成 

   交付決定後に事業の内容を変更しようとする場合は、「時間外労働等改善助成金

事業実施計画変更申請書」（様式第４号）を提出してください。 

   作成した事業実施計画変更申請書は、添付書類と併せて、９の提出先まで提出し

てください。承認を得ないで事業実施計画を変更した場合、助成金が支給されない

場合がありますのでご注意下さい。 

なお、助成金の額は国の予算額に制約されるため、変更後の助成金の額が当初の助

成金の額を上回る場合、予算額の残額によっては計画の変更を承認できない場合があ

ります。あらかじめ、ご承知おきください。 

具体的な作成方法については、交付申請書などに準じて、「Ⅲ 申請書類等の書き

方と留意点」（15～17 頁）を参照してください。また、変更申請チェックリスト（33

頁）も併せて活用してください。 

 

（２）提出書類 

「事業実施計画変更申請時の提出書類一覧」（32 頁）を参照してください。 

 

４ 事業の実施 

事業実施計画に沿って取組を実施してください。 
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５ 評価期間 

成果目標の達成状況を評価する期間は、１か月から６か月の間で、事業主が事業実

施計画において指定した月単位の期間とします。 

なお、テレワークを行ったと申請する日の業務時間に、在宅していたかまたはサテ

ライトオフィスにいたことが証明できる書類として、①ＧＰＳ機器による場合は、業

務時間におけるＧＰＳによる位置情報（地理座標）及び時間を記録できる機器（ＧＰ

Ｓ機器）のログ情報（概ね１時間毎に記録されたもの）を提出してください。 

また、②朝礼、夕礼メールによる場合は、テレワークを実施する日の業務の開始時

及び終了時に、企業名、対象労働者の氏名、日時、場所、業務実施予定の概要（実施

予定時間帯及び実施予定内容）（開始時）、業務実施結果の概要（実施時間帯及び実

施した内容）（終了時）について記載したメールを、申請事業主及びテレワーク相談

センターへ送信してください。 

上記①または②の例以外の方法で証明できる場合はそれによることができますが、

事前に必ずテレワーク相談センターに具体的な証明方法について相談し、承認を得て

ください。 

 

６ 支給申請書及び事業実施結果報告書の提出 

（１）支給申請書及び事業実施結果報告書の作成 

「時間外労働等改善助成金支給申請書」（様式第 10 号）及び「時間外労働等改善

助成金事業実施結果報告書」（様式第 11 号）の具体的な作成方法については、「Ⅲ 

申請書類等の書き方と留意点」（21～28 頁）を参照してください。また、支給申請

チェックリスト（35 頁）も併せて確認してください。 

なお、助成対象の経費は、事業実施期間中（２月 15 日まで）に実際に支出したも

のに限りますので、ご注意ください。 

   作成した支給申請書は、添付書類と併せて、９の提出先まで提出してください。 

支給申請書の提出は、事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を実施し、成果目

標の評価期間の最終日から起算して１か月を経過した日、または、２月末日のいずれ

か早い日までです。 

   なお、交付要綱第 13 条に定める期限までに不備のない支給申請書、実施結果報告

書及び添付書類が提出されない場合は、交付要綱第 16 条に定める交付決定を取り消

す事由に該当しますので、期日までに提出するようにしてください。 

 

（２）提出書類 

「支給申請時の提出書類一覧」（34 頁）を参照してください。 

 

７ その他の手続き 

（１）交付決定後に事業主が事業を中止または廃止しようとする場合（交付要綱第 10 条

関係） 

交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合は、「時間外労働等改善助成

金事業中止・廃止承認申請書」（様式第７号）を、９の提出先まで提出してくださ

い。 

具体的な作成方法については、「Ⅲ 申請書類等の書き方と留意点」（18 頁）を

参照してください。 
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（２）事業遅延の届出（交付要綱第 11 条関係） 

事業が予定の期間内に完了することができなくなった場合、「時間外労働等改善助

成金事業完了予定期日変更報告書」（様式第８号）を、９の提出先まで提出してく

ださい。 

具体的な作成方法については、「Ⅲ 申請書類等の書き方と留意点」（19 頁）を

参照してください。 

   なお、助成金の支払いが事業年度をまたぐような変更は認められません。 

 

（３）実施状況の報告（交付要綱第 12 条関係） 

   改善事業主は、厚生労働省から報告を求められた場合には、「時間外労働等改善

助成金事業実施状況報告書」（様式第９号）を提出しなければなりません。 

具体的な作成方法については、「Ⅲ 申請書類等の書き方と留意点」（20 頁）を

参照してください。 

 

（４）消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還（交付要綱第 15 条関係） 

助成金を受給した事業主において、消費税額の申告により消費税仕入控除税額が確

定した場合（仕入控除額が０円の場合を含む。）は、「時間外労働等改善助成金に

係る消費税額の確定に伴う報告書」（様式第 14 号）を、９の提出先に提出してくだ

さい。具体的な作成方法については、「Ⅲ 申請書類等の書き方と留意点」（29 頁）

を参照してください。 

事業主が国から消費税仕入控除税額の確定に伴う還付を受けた場合、事業の実施に

要した費用が減少するため、受給した助成金から還付を受けた額の全部または一部を

国庫に納付していただく場合があります。 

 

８ 留意事項等 

 （１）留意事項 

法令や交付要綱などに違反するなどした場合、厚生労働大臣は交付決定の全部もし

くは一部を取消しまたは変更することがあります。 

   なお、この取消しまたは変更が行われた場合、助成金を返還していただく場合が

あります。 

   返還にあたっては、加算金を（延滞金が生じた場合は延滞金についても）納付し

ていただくことになりますので、ご承知おきください。 

 

 （２）アンケート 

   助成金を受給した事業主に対して、アンケートをお願いしていますので、ご協力

をお願いします。 

 

９ 問い合わせ、申請書類等の提出先 

  時間外労働等改善助成金（テレワークコース）に関するお問い合わせ、申請書類等

の提出は、以下にお願いします。 

提出方法は、郵送、相談センター窓口へ持参及びメール（申請書原本は郵送の上、他

の書類をメール）により、提出してください。 

 

名 称 テレワーク相談センター 
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所在地 〒１０１‐００６２ 東京都千代田区神田駿河台１‐８‐１１ 

電 話 ０１２０‐９１‐６４７９ 

E-mail sodan@japan-telework.or.jp 

 

（平成 31 年４月１日以降：問い合わせ、様式第 14 号の提出先） 

   名 称 厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課 

   所在地 〒１００‐８９１６ 東京都千代田区霞が関１‐２‐２ 

   電 話 ０３‐５２５３‐１１１１（内線５３０７）
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（テレワークコース） 

様式第１号                           平成 30年 5月 11日 

時間外労働等改善助成金交付申請書 

厚 生 労 働 大 臣 殿 

 

時間外労働等改善助成金事業の実施について交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

事業主又は代理人 住所 〒000－0000 

東京都千代田区霞が関 0－0－0 

 電話番号 03－××××－×××× 

 （法人名）厚生労働株式会社 

 代表者職・氏名  

代表取締役 厚生 太郎  印 
 

事業主又は社会保険労務士 

（提出代行者・事務代理者） 

住所 〒 

 

電話番号 

（法人名） 

代表者職・氏名           印 

 
※申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に時間外労働等改善助成金の支給に係
る事業主の住所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第 16 条第
２項に規定する提出代行者又は同則第 16 条の３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押
印等を、下欄に申請者の記名押印等をしてください。 
 

１ 申請事業主について         

（１）業種（日本標準産業分類の中分類を記

入） 

分類番号：00 

分類項目名：○○業 

（２）労働保険番号（主たる労働保険番号を

記入） 
X X 1 0 1 2 3 4 2 1 4 - 0 0 0 

（３）資本金の額又は出資の総額 ５，０００万 円  

（４）常時使用する労働者の数 １００ 人 

（５）テレワークの導入状況（１つ選択） ア 新規（試行的に導入する場合を含む） 

イ 継続（過去に本助成金（※）の支給無し） 

 ※平成 29 年度以前は職場意識改善助成金 

ウ 継続（過去に本助成金の支給有り(※)） 

 ※ 過去に支給を受けた本改善助成金の内容 

① 支給決定通知書通知番号 

厚生労働省発   第  号 

② 支給決定通知書通知日 

平成  年  月  日 

テレワーク相談センターへ
の提出日を記入すること。 

日本標準産業分類に基づき記入すること。 

登記事項証明書等などに基づき記入すること。 

労働保険概算保険料申告書などに基づき記入する

こと。 

Ⅲ 申請書類等の書き方と留意点 

開業社会保険労務士等が、提出代行等を行う場合
には、定型印を押す等により、必ず名称表示等を

行うこと。 
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③ 改善事業の対象労働者数 

       名 

 

（６）振込を希望する金融機関について 

金融機関名 ○○○銀行 支 店 名 ▲▲支店 

口座の種類 普通 ・ 当座 口座番号 ００００００００ 

口 座 名 義 
(カタカナ) 

コウセイロウドウ（カ 

 

２ 事業の内容及び目的について 

（１）支給対象の事業（１つ以上選択） 

ア テレワーク用通信機器の導入・運用  イ 就業規則・労使協定等の作成・変更 
ウ 労務管理担当者に対する研修      エ 労働者に対する研修、周知・啓発 
オ 外部専門家によるコンサルティング 

（２）事業の目的（１つ選択）        

ア 在宅で就業するテレワークに取り組む 
イ サテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む 
ウ 在宅及びサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む 

 

３ 国庫補助所要額について 

 

４ その他 

（１）労働保険料を滞納していないか 滞納していない ・  滞納している 

（２）過去３年間に国から給付される給付金

の不正受給を行っていないか 

行っていない  ・  行った 

（３）暴力団関係事業場に該当しないか 該当しない   ・  該当する 

（４）性風俗関連営業、接待を伴う飲食営業

等を行っていないか 

（５）倒産していないか 

（６）承認申請日の前日から起算して過去１

年前の日までに賃金不払等の労働関係

法令違反を行っていないか 

該当しない   ・  該当する 

 

該当しない   ・  該当する 

該当しない   ・  該当する 

 

（注） 直近二年度の労働保険料の納付・領収証書の写しを添付すること 

 

国庫補助所要額 ５７５，０００ 円  

ｃ

事業実施計画（様式第 1号別添）の「国庫
補助所要額」を記入すること。 

振込を希望する銀行名等を記入するこ
と。口座名義はカタカナで記入すること。 
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（テレワークコース） 

様式第１号別添 

 

時間外労働等改善助成金事業実施計画 

   

１ 実施体制の整備のための措置 

 措置内容 実施予定時期（※） 

(1) 

労働時間等設定改善委員会

の設置等労使の話し合いの

機会の整備 

社内における労働時間や年次有給休暇などに関す

る事項について、労使で話し合う機会を設け、議

事録を作成する。 

会議の名称：             

開 催 頻 度：              

(開催予定時期) 

平成30年7月以降（初

回以降定期的に開催） 

(2) 

労働時間等に関する個々の

苦情、意見及び要望を受け

付けるための担当者の選任 

職場の意識を改善するため、労使からの労働時間

に関する個別の苦情、意見及び要望を受け付ける

ための担当者として、 

職名：            

氏名：            

 

を選任し、職場内の意見要望等の受付体制を整備

する。 

平成30年7月 

(3) 

労働者に対する事業実施計

画の周知 

労働者に対して、時間外労働等改善助成金事業実

施計画の周知を図るため、 

□ 社内メール 

□ 事務所内の見やすい場所へ掲示 

□ 労働者に直接文書を交付 

□ その他（            ） 

を実施する。 

 

平成30年7月 

※（1）（2）について既に実施している場合には、「実施中」と記入すること。 

労働時間等設定改善委員会や衛生委員会など
の名称を問わず、既存の会議の検討項目として
労働時間等の課題を追加することでも可。その
場合、メンバーに労働者を含めること。 

長時間労働による体調不良や
メンタル対策、休暇取得の相談、
時間シフトの変更など労働時間
等の課題についての窓口担当者
を選任すること。選任した場合
は、「職場環境イキイキ推進員」
等、親しみやすい名称を付けるこ
とが望ましい。 
従来から選任しているメンタ

ルヘルス担当者などの役割を拡
大させるなどでも可。 

口頭による方法は、実施したことを確認する
ことができないため、不可とする。 
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（テレワークコース） 

様式第１号別添（続紙） 

 

２ 支給対象の事業 

(1)対象労働者数（詳細は別紙に記載）         １０ 人 

(2)成果目標の評価期間 １０月１６日から１か月 

(3)事業の詳細 

事業の内容 実施予定時期 所要額の内訳 

１ 外部専門家によるコンサルティング 
 テレワーク導入に向けた労務管理、業務の改善
点について、外部専門家に現状の把握・分析、対
策の検討を依頼する。 
  

 ８月 専門家謝金        200,000円（税抜） 
   消費税  16,000円 

小計216,000円（税込） 
専門家旅費(片道@1,500) 
        1,500円×２＝3,000円（税込）  

合計 219,000円（税込） 
 
 

２ テレワーク用通信機器の導入 
 テレワーク用通信機器を導入し、就労を希望す
る育児休業中の労働者（5名）及び会計担当者（5
名）が週1日以上、在宅またはサテライトオフィ
スにおいてテレワークを実施する。 
  

８月 ①ＵＳＢ型テレワーク用通信機器購入費 
(@25,000×10個）＝250,000円(税抜) 
②ソフトウェアインストールなど初期設定費用 
(@3,000×10個）＝ 30,000円（税抜） 

小計 280,000円（税抜） 
消費税  22,400円     

合計 302,400円（税込）  

３ 就業規則等の変更 
 １に伴い、外部専門家に就業規則の変更及び在
宅勤務規定の作成を依頼する。 
  

８月 専門家謝金(@100,000）   100,000円（税抜） 
小計 100,000円 

消費税  8,000円 
合計 108,000円 

 

４ 管理職を対象とした研修の開催 
 テレワークの労務管理に詳しい外部専門家を
講師として招き、テレワークの導入に伴う労務管
理、就業規則の見直しなどについて、管理職を対
象に研修を実施する。 
  
 ○参加者：管理職5名 

９月 ①資料印刷費(@300×5部)   1,500円（税抜） 

②講師謝金(@20,000×3h)   60,000円（税抜） 

③講師旅費(@往復3,000円)  3,000円（税込） 

小計（税抜）  61,500円 

小計（税込）  3,000円 

   消費税 4,920円   

合計 69,420円（税込） 

５ 対象労働者に対する研修 
 テレワークの導入対象労働者に対して、就労上
の留意点などについて、説明会を実施する。 
  
 ○対象労働者数：10名 

９月 ①資料印刷費(@300×10部）  3,000円（税抜） 

②講師謝金(@20,000×3h)   60,000円（税抜） 
小計 63,000円（税抜） 
消費税   5,040円 

合計 68,040円（税込）  

事業実施期間が2月15日までのため、

1月16日以前に設定すること。 

事業を実施するために必要な経費の算

出根拠が分かる見積書及び相見積書を
提出すること。（詳細は30頁） 

実施項目ごとに、計画の概要が把握できるよう、

できるだけ具体的に記入すること。 

事業実施期間中に実際に負
担する料金のみを記入する

こと。また、契約形態がリ
ース契約、ライセンス契約、
サービス利用契約などで契

約期間が評価期間を超える
契約の場合、年額、月額料
金等については、評価期間

に係る料金のみ記載するこ
と（年額の場合は月割の金
額を記入）。 
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(4) 事業の目的（成果目標）※ア及びイは必須、ウ又はエはどちらか選択。 

ア 上記の事業を行い、評価期間に１回以上、対象労働者全員にテレワークを実施する。  

イ 上記の事業を行い、評価期間において、対象労働者がテレワークを実施した日数の週間平均を、１日以

上実施する。 

ウ 上記の事業を行い、年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前

年と比較して４日以上増加する。 

エ 上記の事業を行い、所定労働時間の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較し

て５時間以上削減する。  

(5)(3)及び(4)に対する労働者の意見 

【意見を聴いた労働者の職氏名】 庶務課 日本 花子 
【意 見】テレワークが導入されることで早期に仕事に復帰することができ、大変助かりますので、計画に賛
成します。 

(6)所要額計  ７６６，８６０ 円 

(7)(6)の額に３／４を乗じた額（1,000円未満切捨） ５７５，０００ 円 

(8)国庫補助所要額 

(7)の額。ただし「150万円」又は「20万円×(1)の労働者数」のいず

れか低い方の額が上限。 

５７５，０００ 円 

1000円未満を切り捨てた数字を記入すること。 

対象労働者のうち１名が記入すること。意見が｢反
対｣の場合は、計画内容について労働者等と十分な意
見交換を行うこと。 

税込価格を記入すること。 
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【事業の具体例】 
 

◆「外部専門家によるコンサルティング」 

外部専門家（※）によるテレワーク導入に向けた業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討・

実施等。 

（※）社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタントなど 

 

◆「テレワーク用通信機器の導入・運用」 

対象労働者がテレワーク実施のために使用する機器として、シンクライアント端末装置、ＶＰＮ装置等、事業場

における機器として、シンクライアントサーバ、ＶＰＮ装置、ネットワーク監視装置、テレワーク用ソフトウェ

アの導入・運用（ＡＳＰサービス等の利用による導入も含む）。 

 

◆「就業規則・労使協定等の作成・変更」 

テレワークを導入するために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更。 

 

◆「労務管理担当者に対する研修」 

管理職等に対して、テレワークの意義・必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施するこ

と、外部の専門家が開催するセミナーに参加すること等。 

 

◆「労働者に対する研修、周知・啓発」 

労働者に対して、テレワークの意義・必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、

テレワークに係る周知を行うこと等。 

 

（参考１）就業規則及びその他規程の作成・変更に係る経費は合計 20 万円までとする。労使協定の作成・変更

に係る経費は、合計２万円までとする。就業規則及びその他の規程、労使協定の届出に係る経費は、２

万円までとする。 

（参考２）労務管理担当者に対する研修の事業、労働者に対する研修、周知・啓発の事業の講師謝金は、１時間

あたり10万円まで、合計30万円までとする。 

（参考３）外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計30万円までとする。 
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（テレワークコース） 
様式第１号別紙１ 

対 象 労 働 者 同 意 書 

 私は時間外労働等改善助成金テレワークコースの対象労働者として、評価期間中に就業するテレワークに

取り組むこと、また、テレワークの実施状況を国に報告するのに必要な範囲で、私の個人情報を国に提出す

ることに同意します。 

 

番号 
就業場所(在宅、サテライトオ

フィスを記載)  
署名又は記名捺印 

テレワークを実施する自宅の

郵便番号 

１ 在宅 
日本 花子  印 〒○○○－○○○○ 

２ 在宅 ○○ ○○ 〒○○○－○○○○ 

３ 在宅 ○○ ○○ 〒○○○－○○○○ 

４ 在宅 ○○ ○○ 〒○○○－○○○○ 

５ 在宅 ○○ ○○ 〒○○○－○○○○ 

６ 在宅 ○○ ○○ 〒○○○－○○○○ 

７ サテライトオフィス ○○ ○○  

８ サテライトオフィス ○○ ○○  

９ サテライトオフィス ○○ ○○  

１０ サテライトオフィス ○○ ○○  

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    

サテライトオフィ
スのみでテレワー
クを実施する場合

は、郵便番号の記
入を要しない。 
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（テレワークコース） 
様式第１号別紙２ 

利用予定サテライトオフィス一覧 

番号 名  称 郵便番号 住  所 

１ ○○オフィス 〒○○○－○○○○ 
○○県○○市○○町○－○－○ 

×××ビル３階 

２    

３    

４    

５ 

 

  

６    

７    

８    

９    

１０    

 

【サテライトオフィスの具体例】 
 

＜認められるものの例＞ 

・Ａさんが所属する千代田支店以外の支店 

・外部のCO-WORKING-SPACE 

・外部の貸会議室 

・図書館でビジネススペースとして貸し出しているもの 

 

  ※いずれも事業主が指定した事務所であること 

  ※サテライトオフィスの設置経費や賃料は助成対象外 

 

＜認められないものの例＞ 

  ・Ａさんが所属する千代田支店 

・図書館の閲覧スペース 

・喫茶店、インターネットカフェ 

・公園 

・（移動中の電車など）モバイルワーク 
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（テレワークコース） 

様式第４号 

        平成 30年 7月 21日 

 

時間外労働等改善助成金事業実施計画変更申請書 

 

厚 生 労 働 大 臣 殿 

 

平成 30年 6月 30日付け厚生労働省発雇均●●第●号で交付決定を受けた標記助成金について、下記のとお

り事業実施計画の変更の承認を受けたいので申請します。 

 

記 

 

事業主又は代理人 住所 〒000－0000 

東京都千代田区霞が関0－0－0 

 電話番号 03－××××－×××× 

 （法人名）厚生労働株式会社 

 代表者職・氏名  

代表取締役 厚生 太郎  印 
 

事業主又は社会保険労務士 

（提出代行者・事務代理者） 

住所 〒 

 

電話番号 

（法人名） 

代表者職・氏名           印 

※申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に時間外労働等改善助成金の支給に係る事業主の住
所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行
者又は同則第16条の３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に申請者の記名押印等
をしてください。 
 

１ 事業実施計画変更の事由 

当初計画では対象労働者を10名としていたが、開発部門においても業務内容を整理した結果、在宅勤

務の実施が可能となったため、対象労働者を5名増やして15名で実施することとしたい。 

 

２ 変更後の事業の内容及び目的について（変更がある場合のみ記載） 

（１）支給対象の事業（１つ以上選択） 

ア テレワーク用通信機器の導入・運用 イ 就業規則・労使協定等の作成・変更 

ウ 労務管理担当者に対する研修  エ 労働者に対する研修、周知・啓発 

オ 外部専門家によるコンサルティング  

（２）事業の目的（１つ選択） 

ア 在宅で就業するテレワークに取り組む 

イ サテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む 

ウ 在宅及びサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む 

 

３ 変更後の国庫補助所要額について 

変更後の国庫補助所要額 ６８９，０００円  
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（テレワークコース） 

様式第４号別添 

時間外労働等改善助成金事業実施計画（変更） 

１ 支給対象の事業（変更する項目のみ記載） 

(1)対象労働者数（詳細は別紙に記載）        １５ 人 

(2)成果目標の評価期間 月  日から  か月 

(3)事業の詳細 

 

事業の内容 開始予定時期 所要額の内訳（変更前） 所要額の内訳（変更後） 
２ テレワーク用通信機
器の導入 
  
 

８月 ＵＳＢ型テレワーク用通信機器購入費 
(@25,000×10個）＝250,000円（税抜） 
 
ソフトウェアインストールなど初期設
定費用 
(@3,000×10個）＝  30,000円（税抜） 

  小計 280,000円 （税抜） 
消費税  22,400円  

合計 302,400円（税込）  

ＵＳＢ型テレワーク用通信機器購入費 
(@25,000×15個）＝375,000円（税抜） 
 
ソフトウェアインストールなど初期設
定費用 
(@3,000×15個）＝45,000円（税抜） 

小計 420,000円（税抜） 
消費税  33,600円 

合計 453,600円（税込） 
     （151,200円増） 

 
５ 対象労働者に対する
研修 
 
 

９月 ①資料印刷費(@300×10部） 
＝3,000円（税抜） 

②講師謝金(@20,000×3h) 

＝60,000円（税抜） 
小計 63,000円（税抜） 
消費税   5,040円 
合計 68,040円（税込） 

①資料印刷費(@300×15部） 
＝4,500円（税抜） 

②講師謝金(@20,000×3h) 

＝60,000円（税抜） 
小計 64,500円（税抜） 
消費税   5,160円 
合計 69,660円（税込） 

（1,620円増） 
 

 
      ※ 変更前所要額766,860円 ＋ 5名追加分152,820円 ＝ 919,680円 

(4)事業の目的（成果目標）※ア及びイは必須、ウ又はエはどちらか選択。 

ア 上記の事業を行い、評価期間に１回以上、対象労働者全員にテレワークを実施する。  

イ 上記の事業を行い、評価期間において、対象労働者がテレワークを実施した日数の週間平均を、１日以

上実施する。 

ウ 上記の事業を行い、年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前

年と比較して４日以上増加する。 

エ 上記の事業を行い、所定労働時間の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較し

て５時間以上削減する。  

(5)(3)及び(4)に対する労働者の意見 

【意見を聴いた労働者の職氏名】開発部門 労働 次郎 

【意 見】テレワークを導入することにより通勤の負担が減り、ワーク・ライフ・バランスの実現にもつなが

ると思いますので賛成します。 

(6)所要額計 ９１９，６８０ 円 

(7)(6)の額に３／４を乗じた額（1，000円未満切捨） ６８９，０００ 円 

(8)国庫補助所要額 

(7)の額。ただし「150万円」又は「20万円×(1)の労働者数」のい

ずれか低い方の額が上限。 

６８９，０００ 円 
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（テレワークコース） 

様式第４号別紙 

対 象 労 働 者 同 意 書（変更後） 

 私は時間外労働等改善助成金テレワークコースの対象労働者として、評価期間中に就業するテレワークに

取り組むこと、また、テレワークの実施状況を国に報告するのに必要な範囲で、私の個人情報を国に提出す

ることに同意します。 

 

番号 
就業場所（在宅、サテライトオ

フィスを記載） 
署名又は記名捺印 

テレワークを実施する自宅の

郵便番号 

１ サテライトオフィス 労働 次郎 
 

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    

（※新たに対象労働者となった者の分のみ提出すること。） 

サテライトオフィ
スのみでテレワー

クを実施する場合
は、郵便番号の記
入を要しない。 
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（テレワークコース） 

様式第７号 

平成 30年 9月 30日 

 

時間外労働等改善助成金事業中止・廃止承認申請書 
 

厚 生 労 働 大 臣  殿 

 

事業主又は代理人 住所 〒000－0000 

東京都千代田区霞が関0－0－0 

 電話番号 03－××××－×××× 

 （法人名）厚生労働株式会社 

 代表者職・氏名  

代表取締役 厚生 太郎  印 

 

事業主又は社会保険労務士 

（提出代行者・事務代理者） 

住所 〒 

 

電話番号 

（法人名） 

代表者職・氏名           印 

※申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に時間外労働等改善助成金の支給に係る事業主の住

所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行

者又は同則第16条の３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に申請者の記名押印等

をしてください。           

 平成 30年 6月 30日付け厚生労働省発雇均●●第●号をもって交付の決定を受けた時間外労働等改善助成

金の助成対象事業について、中止・廃止したいので、下記のとおり申請する。 

 

記 

 

１ 補助金の実績 

交付決定額 助成金充当額 不用額 

５７５，０００ 円 ０ 円 ５７５，０００ 円 

 

２ 交付対象事業の中止又は廃止日 

 

平成 30年 9月 30日 

 

３ 事業を中止又は廃止する理由 

 

  昨今の景気状況の変化により経営が悪化し、労働者を全員解雇したため。 

様式第2号（計画
変更した場合は
様式第5号）で通

知された「助成金
の額」を記入する
こと。 

助成金充当額は実際に支給した助成金の額を記入するこ
と。不用額は「交付決定額」－「助成金充当額」の差額
を記入すること。 
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（テレワークコース） 

様式第８号 

平成 30年 9月9日 

 

時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書 
 

 

厚 生 労 働 大 臣  殿 

        

事業主又は代理人 住所 〒000－0000 

東京都千代田区霞が関0－0－0 

 電話番号 03－××××－×××× 

 （法人名）厚生労働株式会社 

 代表者職・氏名  

代表取締役 厚生 太郎  印 

事業主又は社会保険労務士 

（提出代行者・事務代理者） 

住所 〒 

 

電話番号 

（法人名） 

代表者職・氏名         印 

※申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に時間外労働等改善助成金の支給に係る事業主の住

所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行

者又は同則第16条の３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に申請者の記名押印等

をしてください。 

 

時間外労働等改善助成金に係る事業完了予定期日の変更について、下記のとおり報告します。 

 

     記 

 

１ 事業完了予定期日 

 

 変更前 平成 30年 11月 15日 

 

 変更後 平成 30年 12月 15日 

 

２ 経費所要額 

 

交付決定額 

（交付決定年月日） 

平成 30年度 

受入済額 

平成 31年度への 

要繰越額 

不用額 

５７５，０００円 

（平成 30年 8月 19日） 

０円 ０円 ０円 

 

３ 予定の期間内に完了しない（助成事業の遂行が困難になった）理由 

 テレワーク導入に関する社員研修について、講師が研修前日にインフルエンザを発症したことにより、研

修を延期したため。 

様式第2号（計画変更した場合は様式
第5号）で通知された「助成金の額」

及び通知書の日付を記入すること。 
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（テレワークコース） 

様式第９号 

平成 30年 9月 9日 

 

時間外労働等改善助成金事業実施状況報告書 
 

 

厚 生 労 働 大 臣  殿 

      

事業主又は代理人 住所 〒000－0000 

東京都千代田区霞が関0－0－0 

 電話番号 03－××××－×××× 

 （法人名）厚生労働株式会社 

 代表者職・氏名  

代表取締役 厚生 太郎  印 

事業主又は社会保険労務士 

（提出代行者・事務代理者） 

住所 〒 

 

電話番号 

（法人名） 

代表者職・氏名         印 

※申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に時間外労働等改善助成金の支給に係る事業主の住

所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行

者又は同則第16条の３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に申請者の記名押印等

をしてください。 

 

交付要綱第12条により、時間外労働等改善助成金の助成対象事業の実施状況について、報告します。 

          

           

記 

 

事業の実施状況について 

事業実施計画１～４については実施済、事業実施計画５（対象労働者に対する研修）については、講師

都合により未実施であるが、今月中に実施する予定。（詳細は別紙参照） 

 



 

- 21 - 
 

（テレワークコース） 

様式第10号 

平成 31年 1月 10日 

 

時間外労働等改善助成金支給申請書 

 

厚 生 労 働 大 臣  殿 

 

 時間外労働等改善助成金の支給を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

事業主又は代理人 住所 〒000－0000 

東京都千代田区霞が関0－0－0 

 電話番号 03－××××－×××× 

 （法人名）厚生労働株式会社 

 代表者職・氏名  

代表取締役 厚生 太郎  印 

 

事業主又は社会保険労務士 

（提出代行者・事務代理者） 

住所 〒 

 

電話番号 

（法人名） 

代表者職・氏名           印 

※申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に時間外労働等改善助成金の支給に係る事業主の住

所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行

者又は同則第16条の３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に申請者の記名押印等

をしてください。 

 

１ 助成金申請額 

①費用額計 ②上限額 ③助成金申請額 

８３５，６８０円 １，５００，０００円 ６２６，０００円 

          

 

２ その他 

（１）労働保険料を滞納していないか 滞納していない  ・  滞納している 

（２）過去３年間に国から給付される給付金の不

正受給を行っていないか 
行っていない    ・  行った 

（３）暴力団関係事業場に該当しないか 該当しない     ・  該当する 

・成果目標を達成した場合は、「150万円」又は「20
万円×対象労働者数」のいずれか低い方の額 

・未達成の場合は、「100万円」又は「10万円×

対象労働者数」のいずれか低い方の額 

①に成果目標の達成状況に応じた補助率を乗じた
額（1,000円未満切捨）と②の額を比較して、いず
れか低い方の額 
【補助率】 
・達成した場合は 「３／４」 
・未達成の場合は 「１／２」 

様式第11号の2（4）費用額
計の金額を記入すること。 

様式第11号により、成果目標

の達成状況を確認し、該当する
上限額を記入すること。 

1,000円未満は切り捨てること。 
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（４）性風俗関連営業、接待を伴う飲食営業等を

行っていないか 

（５）倒産していないか 

（６）国や地方公共団体からの他の補助金の申請、

受給の有無について（本年度の状況） 

該当しない   ・  該当する 

 

該当しない   ・  該当する 

無 

有 → 補助金の名称[          ] 

（７）承認申請日の前日から起算して１年前の日

から支給申請日の前日までの間に賃金不払等

の労働関係法令違反を行っていないか 

 

該当しない   ・  該当する 

（注） 直近二年度の労働保険料の納付・領収証書の写しを添付すること 



 

- 23 - 
 

（テレワークコース） 

様式第11号 

平成 31年 1月 10日 

 

時間外労働等改善助成金事業実施結果報告書 

 

 厚 生 労 働 大 臣  殿 

 

 時間外労働等改善助成金事業の実施の結果について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

事業主又は代理人 住所 〒000－0000 

東京都千代田区霞が関0－0－0 

 電話番号 03－××××－×××× 

 （法人名）厚生労働株式会社 

 代表者職・氏名  

代表取締役 厚生 太郎  印 
 

事業主又は社会保険労務士 

（提出代行者・事務代理者） 

住所 〒 

 

電話番号 

（法人名） 

代表者職・氏名           印 

※申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に時間外労働等改善助成金の支給に係る事業主の住
所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行
者又は同則第16条の３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に申請者の記名押印等
をしてください。 
 
 

１ 実施体制の整備のための措置 

（注） 措置の実施状況がわかる資料を添付すること 

（１）労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 

 労働時間等設定改善委

員会などの設置の有無 

名称 話し合いの機会の頻度 

労使の話し合いの機会

の整備 

有・無 
労使懇談会 年 ４ 回 

話し合った内容 時間外労働等改善助成金事業実施計画の説明、有給休暇の取得状況、業務負

荷の状況など（資料１参照） 

 

（２）労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 

担当者の役職・氏名 総務課長 改善三郎 

労働者に対する周知方

法 

社内の掲示板に張り出すことにより周知した。（資料２参照） 

設定改善委員会には、労働時間等の設定の
改善に関する特別措置法第7条第2項の規

定による衛生委員会のみなしを含む。 

参加者名簿（役職を入れること）、議事次第、議事録（労使の署
名入り）、会議風景の写真など、客観的に話し合いが行われたこ
とが分かる資料を「資料１」として添付すること。資料が数種

類に及ぶ場合は枝番号（１-①等）を付すこと。 

メール、社内報、周知文書などの写し、事務所に掲示した場合はその写真など、いつどのように
周知したのかが客観的に分かる資料を「資料２」として添付すること。資料が数種類に及ぶ場合
は枝番号（２-①等）を付すこと。 
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窓口の設置等受け付け

やすい体制の整備につ

いて、具体的な措置内容 

労働者代表との話し合いにより，労働者が相談しやすい担当者として総務課
長の改善三郎を選任した。 
また、担当者の呼称について「職場環境イキイキ推進員」とすることで、親
しみやすく、利用しやすいものとなるよう心がけた。 

（３）労働者に対する事業実施計画の周知 

労働者に対する事業実施計画の周知について、具体的な措置内容 
策定した時間外労働等改善助成金事業実施計画の概要と趣旨について簡単にまとめた資料を作成し、こ
れを配布した。（資料３参照） 

周知文書などの写し、事務所に掲示した場合はその写真など、いつどのように
周知したのかが客観的に分かる資料を「資料３」として添付すること。資料が
数種類に及ぶ場合は枝番号（３-①等）を付すこと。 
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（テレワークコース） 

様式第11号（続紙） 

２ 支給対象の事業   

(1)対象労働者数（詳細は別紙に記載） １５ 人 

(2)成果目標の評価期間 
１０月１６日から１か月 

(3)事業の詳細（実施した事業内容、実施時期、費用の内訳） 

実施した事業内容、 
実施時期 

承認時の金額(内訳含む) 支給申請時の金額 
(内訳含む) 

金額が異なる場合は 
その理由 

１ 外部専門家によるコンサル

ティング 

 テレワーク導入に向けた労務

管理、業務の改善点について、外

部専門家による現状の把握・分

析、対策の検討を実施した。 

（8月に実施） 

専門家謝金  200,000円（税抜） 
   消費税  16,000円 

小計216,000円（税込） 
専門家旅費(片道@1,500) 
  1,500 円×２＝3,000 円（税
込）   
 
合計 219,000円（税込） 
 

専門家謝金  200,000円（税抜） 
   消費税  16,000円 

 
 
 
 
 
合計 216,000円（税込） 

 

出張時に合わせて、外部専門

家からコンサルティングを

受けたため、旅費が発生しな

かった。 

（▲3,000円） 

 

２ テレワーク用通信機器の導

入 

 テレワーク用通信機器を導入

し、就労を希望する育児休業中の

労働者（5名）、会計担当者（5名）

及び開発部門（5 名）が テレワ

ークを実施した。 

ＵＳＢ型テレワーク用通信機器
購入費 
(@25,000×15 個）＝375,000 円
（税抜） 
 
ソフトウェアインストールなど
初期設定費用 
(@3,000×15個）＝45,000円（税
抜） 

小計 420,000円（税抜） 
消費税  33,600円 

合計 453,600円（税込） 
      

ＵＳＢ型テレワーク用通信機器購
入費 
(@20,000×15個）＝300,000円（税
抜） 
 
ソフトウェアインストールなど初
期設定費用 
(@3,000×15個）＝45,000円（税
抜） 

小計 345,000円（税抜） 
消費税  27,600円 

合計 372,600円（税込） 
 

見積価格の変動により、
ＵＳＢ機器の単価が実施
承認時から、5,000 円減
額されたため。 
（▲81,000円） 

３ 就業規則等の変更 

 １に伴い、外部専門家に就業規

則の変更及び在宅勤務規定の作

成を依頼した。（9月に実施） 

専 門 家 謝 金 (@100,000 ）   
100,000円（税抜） 
小計 100,000円 

消費税  8,000円 
合計 108,000円 

 

専 門 家 謝 金 (@100,000 ）   
100,000円（税抜） 

小計 100,000円 
消費税  8,000円 
合計 108,000円 

 

 

 

４ 管理職を対象とした研修の

開催 

 テレワークの労務管理に詳し

い外部専門家を講師として招き、

テレワークの導入に伴う労務管

理、就業規則の見直しなどについ

て、管理職を対象に研修を実施し

た。（12月開催、管理職5名が参

加） 

①資料印刷費(@300× 5 部)  

1,500円（税抜） 

② 講 師 謝 金 (@20,000 × 3h) 

60,000円（税抜） 

③講師旅費(@往復 3,000 円)  

3,000円（税込） 

小計（税抜）  61,500円 

小計（税込）  3,000円 

   消費税 4,920円   

合計 69,420円（税込） 

  

①資料印刷費(@300 × 5 部 )  

1,500円（税抜） 

② 講 師 謝 金 (@20,000 × 3h) 

60,000円（税抜） 

③講師旅費(@往復 3,000 円)  

3,000円（税込） 

小計（税抜）  61,500円 

小計（税込）  3,000円 

   消費税 4,920円   

合計 69,420円（税込） 

 

 

 

５ 対象労働者に対する研修 

 テレワークの導入対象労働者

に対して、就労上の留意点などに

ついて、説明会を実施した。（9

月開催、労働者15名が参加） 

①資料印刷費(@300×15部） 
＝4,500円（税抜） 

②講師謝金(@20,000×3h) 

＝60,000円（税抜） 
小計 64,500円（税抜） 

消費税   5,160円 
合計 69,660円（税込） 

  

①資料印刷費(@300×15部） 
＝4,500円（税抜） 

②講師謝金(@20,000×3h) 

＝60,000円（税抜） 
小計 64,500円（税抜） 

消費税   5,160円 
合計 69,660円（税込） 

 

 

(4)費用額計  ８３５，６８０ 円 

（注） 納品書、領収書及び導入物の写真等を添付すること 

実施項目ごとに、実施状況の詳細を
記入すること。 

事業実施期間中に実際に負
担する料金のみを記入する
こと。また、契約形態がリー

ス契約、ライセンス契約、サ
ービス利用契約などの契約
期間が評価期間を超える契

約の場合、年額、月額料金等
については、評価期間に係る
料金のみ記載すること（年額

の場合は月割の金額を記
入）。 

領収書など費用を支出したことが確認できる書類を「資料４」として添付すること。資料が数種類に及ぶ場合は枝番号（４-①等）を付すこ
と。なお、当初計画に含まれていない費用は助成対象とならないので注意すること。 

また、事業を実施したことが客観的に分かる資料を「資料５」として添付すること。資料が数種類に及ぶ場合は枝番号（５-①等）を付すこ
と。（コンサルティング報告書、改訂後の就業規則、納品書、契約書、機器の導入等が確認できる写真、研修次第、研修資料等） 
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３ 成果目標の達成状況 

（１）テレワークの実施等（必須） 

評価期間に１回以上、在宅又はサテライトオフィ

スにおいて就業するテレワークを実施した対象労

働者数 

１５ 人 

評価期間において、対象労働者が在宅又はサテラ

イトオフィスにおいてテレワークを実施した日数

の週間平均（小数点第２位以下切り捨て） 

１．１ 日 

 

（２）対象労働者数の増加（過去に本助成金の支給有りの場合必須） 

 過去の評価期間 評価期間 増減 

対象労働者 ５人 １０人 ５人 

 

（３）年次有給休暇の取得促進（選択） 

 評価期間前年同期 評価期間 増 減 

年間平均取得日数 ８．２日 １４．２日 ６日 

 

（４）所定外労働の削減（選択）       

 評価期間前年同期 評価期間 増 減 

月間平均所定外労働時間数 ２３時間 １２時間 △１１時間 

 

（注） 実施状況がわかる集計表、賃金台帳等の写しを添付すること 

計算方法 ①÷（②×③）×７（日／週） ＝ １．１２９・・・ 

①評価期間中の対象労働者がテレワークを実施した日数の合計：７５日 

②評価期間の日数：３１日  ③対象労働者数：１５人 
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（テレワークコース） 

様式第11号別紙1 

対 象 労 働 者 一 覧 

番号 氏   名 

評価期間に１回以上、在宅又

はサテライトオフィスにおい

てテレワークを実施したか 

評価期間において、対象労働

者が在宅又はサテライトオフ

ィスにおいてテレワークを実

施した日数 

１ 日本 花子 ○ ８ 

２ ○○ ○○ ○ ４ 

３ ○○ ○○ ○ ５ 

４ ○○ ○○ ○ ２ 

５ ○○ ○○ ○ １ 

６ ○○ ○○ ○ ８ 

７ ○○ ○○ ○ ８ 

８ ○○ ○○ ○ ２ 

９ ○○ ○○ ○ ５ 

１０ ○○ ○○ ○ ４ 

１１ ○○ ○○ ○ ５ 
１２ ○○ ○○ ○ ８ 
１３ ○○ ○○ ○ ４ 
１４ ○○ ○○ ○ ５ 
１５ ○○ ○○ ○ ６ 
１６    

１７    

１８    

１９    

２０    

２１    

２２    

２３    

２４    

２５    

２６    

２７    

２８    

２９    

３０    

合計 ７５日 

（注） 実施状況がわかる資料を添付すること 

テレワークを行ったと申請する日の業務時間に、就業していたことが証明できる資料を 

「資料６」として添付すること。資料が数種類に及ぶ場合は枝番号（６-①等）を付すこと。（賃金台帳、
タイムカード、出勤簿、年休簿など） 
 

テレワークを行ったと申請する日の業務時間に、在宅していたかまたはサテライトオフィスにいたこと
が証明できる資料を「資料７」として添付すること。資料が数種類に及ぶ場合は枝番号（７-①等）を付
すこと。（ＧＰＳによる位置情報等を記録できる機器のログ情報、始業・終業メールなど） 
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（テレワークコース） 

様式第11号別紙2 

利用サテライトオフィス一覧 

番号 名  称 郵便番号 住  所 

１ ○○オフィス 
〒○○○－○

○○○ 

○○県○○市○○町○－○－○ 

×××ビル３階 

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    

１６    

１７    

１８    

１９    

２０    
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（テレワークコース） 

様式第14号 

平成31年 4月 20日 

 

時間外労働等改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書 
 

厚 生 労 働 大 臣  殿 

 

事業主又は代理人 住所 〒000－0000 

東京都千代田区霞が関0－0－0 

 電話番号 03－××××－×××× 

 （法人名）厚生労働株式会社 

 代表者職・氏名  

代表取締役 厚生 太郎  印 

 

事業主又は社会保険労務士 

（提出代行者・事務代理者） 

住所 〒 

 

電話番号 

（法人名） 

代表者職・氏名           印 

※申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に時間外労働等改善助成金の支給に係る事業主の住
所、名称及び氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行
者又は同則第16条の３に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印等を、下欄に申請者の記名押印等
をしてください。 

 

 

 

下記のとおり報告します。 

 

記 

           

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第15条に基づく確定額又

は事業実績報告額 

 

金 ６２６，０００ 円 

 

２ 消費税額の申告により確定した消費税仕入控除税額（要国庫補助金返還相当額） 

 

金 ５，０００ 円 

           

３ 参考となる書類（別添：２の金額の積算内訳等） 

 金額が確認できる資料を添付すること。 

支給決定通知書（様式第12号）で通知された金額を
記入すること。 
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交付申請時の提出書類一覧 

※書類は下記の番号順に整えて提出してください。 

※書類が全て揃っていない場合には受理することができませんので、ご注意ください。 

※この他、確認・審査に必要な書類を提出していただく場合がありますので、ご承知おきください。 

番号 書類名 部数 備考 

1 交付申請書（様式第1号） 原本1部  

2 事業実施計画（様式第1号別添） 原本1部  

3 登記事項証明書（３か月以内に取得したも

の）等 

原本1部 事業主住所、代表者職・氏名等を確認で

きる書類 

4 対象労働者同意書（様式第1号別紙1） 原本1部  

5 利用予定サテライトオフィス一覧（様式第1

号別紙2） 

原本1部 サテライトオフィス利用予定の場合のみ 

6 労働者災害補償保険の適用事業主であるこ

とを確認するための書類（「労働保険関係成

立届」又は直近の「労働保険概算保険料申告

書」。労働保険事務組合委託事業主の場合、

「労働保険関係成立届（事務処理委託届）」

又は直近の「労働保険料等算定基礎賃金等の

報告」） 

写し1部  

7 中小企業事業主であることを確認するため

の書類（3の登記事項証明書、労働保険関係

成立届など、資本金の額又は出資の総額や常

時使用する労働者の数を記載した資料） 

写し1部 

 

登記事項証明書は、3の提出書類として原

本 1 部が提出されていれば、写しの提出

は不要。 

8 見積書（事業を実施するために必要な経費の

算出根拠が分かる資料） 

 

※見積書の発行を受けることができない場合、例外

的に見積書以外の資料によることを認める場合が

ある。 

写し1部 ①見積書は、金額が適正な水準のものか

確認する必要があるため、複数提出する

こと。※複数提出できない場合は、金額が適正

な水準であることが確認できる資料を提出する

こと。なお、専門家謝金などの人件費が１回あた

り１２，０００円以下の場合は、相見積は不要。 

②採用する見積書の右上に【資料ａ】、相

見積書の右上に【資料ｂ】と付すこと。

※複数の製品・サービスについて申請する場合に

は、製品・サービス毎に番号（資料１－ａ、資料

１－ｂ、資料２－ａ、資料２－ｂ等）を付すこと。 

9 対象労働者の業務時間（始業時間から終業時

間）を確認できる書類（就業規則、労働条件

通知書など） 

写し1部  

10 直近二年度の労働保険料の納付・領収証書 写し1部  

 

 

交付申請書 
（様式 1号） 

別添 事業実施計画 

別紙１ 登記事項証明書 
【資料1-a】 

厚生労働(株)御中 
(株)●●●●● 

在宅勤務システムに 
関する見積書 

 

×× ○○円 
△△ ○○円 
□□ ○○円 
 合計 ○○円 

【資料1-b】 
【資料2-a】 

【資料2-b】 
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交付申請チェックリスト 

 

様式第１号 

□ 申請事業主の名称を記入・押印しているか。 

□ 登記事項証明書等の事業主住所、代表者職・氏名等を確認できる書類を添付しているか。 

□ 労災保険の適用事業主か。 

□ 中小企業事業主に該当しているか。 

□ テレワークの導入状況が適切か。 

□ 今年度、本助成金と同内容で他の助成金を申請または受給していないか。 

□ 今年度、時間外労働等改善助成金の他のコースを申請していないか。 

□ 支給要領に定める不支給等要件に該当していないか。 

□ 記入漏れの項目はないか。 

 

様式第１号別添  

□ 「１ 実施体制の整備のための措置」はすべて記載しているか。 

□ 事業の実施予定期間、成果目標の評価期間の設定は適切か。 

□ 「２（３）事業の詳細」について、具体的な事業内容、事業の目的（成果目標）との関連性、実施予定時期

を具体的に記入しているか。 

□ 所要額の内訳について、単価・個数等の詳細を記入しているか。 

□ 単価について、経費の算出根拠が分かる資料（見積書）を添付しているか。 

□ パソコン、タブレット、スマートフォンを含めていないか。 

□ 事業実施期間中（交付決定日から評価期間終了時点または２月１５日のいずれか早い日まで）に実際に負担

する料金のみを記入しているか。 

□ 契約期間が評価期間を超える契約の場合、年額、月額料金等を評価期間に係る料金のみとしているか（年額

の場合は月割りしてあるか）。 

□ 助成対象ではない経費を含めていないか（時間外労働等改善助成金支給要領の別紙の経費か)。 

□ 記入漏れの項目はないか。 

 

その他 

□ 「交付申請時の提出書類一覧」記載の資料をすべて添付しているか。 

□ 「申請書類の書き方と留意点」に基づいて記入しているか。 

【留意事項】 

 ○ 助成対象の可否について  

  ・ 事業の内容が明らかに当該事業の主旨に馴染まないものである場合は、助成対象とならない。 

  ・ 光熱費は助成対象とならない。 

・ 会議費としては、原則茶菓代程度を助成対象とする。  

  ・ 旅費は事業場の社内規程に基づき支払うものとする。（社内規定を添付すること。社内規定

がない場合の支払額は実費額相当とする。） 

  ・ 事業場発行の機関誌等への掲載費用の申請がある場合、掲載した部分に係る費用のみ助成対

象となる。 

  ・ サテライトオフィスの賃料は助成対象とならない。 

○ 講師謝金等、支払の根拠が当該事業場の規程、総会、理事会の決定などに基づく場合は、それ

らの規程等の写を添付すること。 
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事業実施計画変更申請時の提出書類一覧 

※書類は下記の番号順に整えて提出してください。 

※書類が全て揃っていない場合には受理することができませんので、ご注意ください。 

※この他、確認・審査に必要な書類を提出していただく場合がありますので、ご承知おきください。 

番号 書類名 部数 備考 

1 事業実施計画変更申請書（様式第4号） 原本1部  

2 事業実施計画（変更）（様式第4号別添） 原本1部  

3 対象労働者同意書（変更後）（様式第4号

別紙） 

原本1部 該当する場合のみ 

4 見積書（変更後の事業を実施するために

必要な経費の算出根拠が分かる資料） 

 

※見積書の発行を受けることができない場合、例

外的に見積書以外の資料によることを認める場

合がある。 

写し1部 該当する場合のみ 

①見積書は、金額が適正な水準のものか

確認する必要があるため、複数提出する

こと。※複数提出できない場合は、金額が適正

な水準であることが確認できる資料を提出する

こと。なお、専門家謝金などの人件費が１回あた

り１２，０００円以下の場合は、相見積は不要。 

②採用する見積書の右上に【資料ａ】、相

見積書の右上に【資料ｂ】と付すこと。

※複数の製品・サービスについて申請する場合に

は、製品・サービス毎に番号（資料１－ａ、資料

１－ｂ、資料２－ａ、資料２－ｂ等）を付すこと。 

 

 

 

 

 

事業実施計画 
変更申請書 
（様式４号） 

別添 事業実施計画（変更） 

別紙 対象労働者同意書（変更後） 
【資料１－ａ】 

【資料1-a】 
厚生労働(株)御中 

(株)●●●●● 
 

在宅勤務システムに 
関する見積書 

 

×× ○○円 
△△ ○○円 
□□ ○○円 
 合計 ○○円 

【資料1-b】 
【資料2-a】 

【資料2-b】 
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変更申請チェックリスト 

 

様式第４号 

□ 申請事業主の名称を記入・押印しているか。 

□ 記入漏れの項目はないか。 

 

様式第４号別添 

□ 「（３）事業の詳細」に変更がある場合、具体的な事業内容、事業の目的（成果目標）との関連性、実施予

定時期を具体的に記入しているか。 

□ 「（６）所要額計」に変更がある場合、その内訳について、単価・個数等の詳細を記入しているか。 

□ 単価について、経費の算出根拠が分かる資料（見積書）を添付しているか。 

□ パソコン、タブレット、スマートフォンを含めていないか。 

□ 事業実施期間中（交付決定日から評価期間終了時点または２月１５日のいずれか早い日まで）に実際に負担

する料金のみを記入しているか。 

□ 契約期間が評価期間を超える契約の場合、年額、月額料金等を評価期間に係る料金のみとしているか（年額

の場合は月割りしてあるか）。 

□ 助成対象ではない経費を含めていないか（時間外労働等改善助成金支給要領の別紙の経費か)。 

□ 記入漏れの項目はないか。 

 

その他 

□ 「事業実施計画変更申請時の提出書類一覧」記載の資料をすべて添付しているか。 

□ 「申請書類の書き方と留意点」に基づいて記入しているか。

【留意事項】 

 ○ 助成対象の可否について  

  ・ 事業の内容が明らかに当該事業の主旨に馴染まないものである場合は、助成対象とならない。 

  ・ 光熱費は助成対象とならない。 

・ 会議費としては、原則茶菓代程度を助成対象とする。  

  ・ 旅費は事業場の社内規程に基づき支払うものとする。（社内規定を添付すること。社内規定

がない場合の支払額は実費額相当とする。） 

  ・ 事業場発行の機関誌等への掲載費用の申請がある場合、掲載した部分に係る費用のみ助成対

象となる。 

  ・ サテライトオフィスの賃料は助成対象とならない。 

○ 講師謝金等、支払の根拠が当該事業場の規程、総会、理事会の決定などに基づく場合は、それら

の規程等の写を添付すること。 
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支給申請時の提出書類一覧 

※書類は下記の番号順に整えて提出してください。 

※書類が全て揃っていない場合には受理することができませんので、ご注意ください。 

※この他、確認・審査に必要な書類を提出していただく場合がありますので、ご承知おきください。 

番号 書類名 部数 備考 

1 支給申請書（様式第10号） 原本1部  

2 国や地方公共団体からの他の補助金を受けている場合、他

の補助金の助成内容が分かる資料（他の補助金の申請書、

交付決定通知書及び説明文書など） 

写し1部 該当する場合のみ 

資料右上に【資料Ｂ】と付

すこと 

3 事業実施結果報告書（様式第11号） 原本1部  

4 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会

について、客観的に話し合いが行われたことが分かる資料

（参加者名簿（役職を入れること）、議事次第、議事録（労

使の署名入り）、会議風景の写真など） 

写し1部 資料右上に【資料１】 

と付すこと（注） 

5 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付け

るための担当者の選任について、いつどのように周知した

のかが客観的に分かる資料（メール、社内報、周知文書な

どの写し、事務所に掲示した場合はその写真など） 

写し1部 資料右上に【資料２】 

と付すこと（注） 

6 労働者に対する事業実施計画の周知について、いつどのよ

うに周知したのかが客観的に分かる資料（周知文書などの

写し、事務所に掲示した場合はその写真など） 

写し1部 資料右上に【資料３】 

と付すこと（注） 

7 費用を支出したことが確認できる書類（領収書など） 写し1部 資料右上に【資料４】 

と付すこと（注） 

8 事業を実施したことが客観的に分かる資料（コンサルティ

ング報告書、改訂後の就業規則、納品書、契約書、機器の

導入等が確認できる写真、研修資料など） 

写し1部 資料右上に【資料５】 

と付すこと（注） 

9 テレワークを行ったと申請する日の業務時間に、就業して

いたことが証明できる資料（賃金台帳、タイムカード、出

勤簿、年休簿など） 

写し1部 資料右上に【資料６】 

と付すこと（注） 

10 テレワークを行ったと申請する日の業務時間に、在宅して

いた、またはサテライトオフィスにいたことが証明できる

資料（ＧＰＳによる位置情報等を記録できる機器のログ情

報、始業・終業メール又はメール実績に係る相談センター

の実績報告など） 

写し1部 資料右上に【資料７】 

と付すこと（注） 

注）資料が複数種類に及ぶ場合は「１－①」等、枝番号を付すこと 
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【資料Ａ】 
【資料Ｂ】 

事業実施結果 
報告書 

（様式11号） 

【資料１】 
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支給申請チェックリスト 

 

様式第１０号 

□ 申請事業主の名称を記入・押印しているか。 

□ 支給要領に定める不支給等要件に該当していないか。 

□ １③の「助成金申請額」が、交付決定通知書（計画を変更した場合は事業実施計画変更承認通知書）で決

定（承認）された「助成金の額」を上回っていないか。 

□ 助成金申請額が、成果目標の達成状況に応じた額となっているか。 

□ 国や地方公共団体からの他の補助金の申請、受給が「有」の場合、当該補助金は同一の措置内容に関する

ものではないか。 

□ 時間外労働等改善助成金の他のコースの併給はないか。 

□ 記入漏れの項目はないか。 

 

様式第１１号 

□ 申請事業主の名称を記入・押印しているか。 

□ 「１ 実施体制の整備のための措置」を全て実施しているか。 

□ 議事録には労使双方の署名があるか。 

□ 「２（３）事業の詳細」について、実施内容を具体的に記入しているか。 

□ 実施した事業の内容は、実施計画を踏まえたものとなっているか。 

□ 費用の内訳は、実施した事業内容ごとに単価・個数等の詳細を記入しているか。 

□ パソコン、タブレット、スマートフォンを含めていないか。 

□ 事業実施期間中（交付決定日から評価期間終了時点または２月１５日のいずれか早い日まで）に実際に負

担した料金のみを記入しているか。 

□ 契約期間が評価期間を超える契約の場合、年額、月額料金等が成果目標の評価期間に係る料金のみとして

いるか（年額の場合は月割りしてあるか）。 

 □ 助成対象ではない経費を含めていないか（時間外労働等改善助成金支給要領の別紙の経費か）。 

□ 成果目標の実績について、正しく計算しているか。 

□ 事業終了時の成果目標の実績についての証拠書類（別添の集計表、賃金台帳、休暇簿など）を添付してい

るか。 

□ 記入漏れの項目はないか。 

 

添付書類 

□ 「支給申請時の提出書類一覧」記載の資料をすべて添付しているか。 

□ 「申請書類の書き方と留意点」に基づいて記入しているか。 

□ 添付された領収書に不適切なものはないか（日付が事業実施期間外のもの等）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 助成金の支給は、交付決定通知書（計画を変更した場合は事業実施計画変更承認通知書）で決定（承

認）された「助成金の額」が上限となる。 

○ 実施体制の整備のための措置が一つでも実施されなかった場合、事業全体が適切に実施されなかっ

たとみなされ、助成金全額が不支給となる。 

○ 成果目標の達成状況により補助率が変わるため、事業実績の把握を適切に行うこと。 


